
○
内
閣
府
令
第
五
十
一
号

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
及
び
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
大
規
模
災
害

か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
復
興
計
画
の
作
成
等
）

第
一
条

特
定
被
災
市
町
村
は
、
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
復
興
計
画
を
作
成
す
る
も
の

と
す
る
。

２

法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
（
同
項
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
復
興
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。



（
土
地
利
用
方
針
の
記
載
事
項
）

第
二
条

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

復
興
計
画
の
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
の
基
本
的
方
向

二

復
興
整
備
事
業
（
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
復
興
整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
次
条
第
二
項
、
第
四
条
及
び

第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
お
お
む
ね
の
区
域
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図

（
復
興
整
備
事
業
に
係
る
記
載
事
項
）

第
三
条

法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
名
称
、
実
施
主
体
、
実
施
区
域
、
実
施
予
定
期
間
及
び

同
号
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は
種
類
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
特
定
被
災
市
町
村
等
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
と
し
て

実
施
期
間
及
び
事
業
費
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
復
興
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
四
条

法
第
十
条
第
七
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
範
囲
の
変
更



二

前
条
第
二
項
並
び
に
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
七
条

第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
八
項
、
第
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
復
興
整
備
事
業

に
係
る
記
載
事
項
の
追
加
又
は
変
更
で
あ
っ
て
、
復
興
整
備
事
業
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

三

復
興
整
備
事
業
の
実
施
期
間
に
影
響
を
与
え
な
い
場
合
に
お
け
る
復
興
計
画
の
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
復
興
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

（
復
興
協
議
会
の
公
表
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
復
興
協
議
会
（
以
下
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。

）
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
特
定
被
災
市
町
村
等
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
会
議
に
お
け
る
協
議
が
困
難
な
場
合
の
理
由
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
一
条
第
一
項
の
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
な



い
こ
と
に
つ
い
て
、
災
害
の
発
生
に
よ
り
会
議
の
開
催
が
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二

法
第
十
一
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
会
議
に
係
る
同
項
各
号
に
定
め
る
者
が
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

三

病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
会
議
に
前
号
の
者
が
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

（
届
出
対
象
区
域
の
公
示
）

第
七
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
届
出
対
象
区
域
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
対
象
区
域
を
い

う
。
）
及
び
当
該
区
域
に
係
る
復
興
整
備
事
業
の
内
容
を
明
示
し
て
、
特
定
被
災
市
町
村
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
対
象
区
域
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

一

市
町
村
、
大
字
、
字
、
小
字
及
び
地
番

二

平
面
図

（
届
出
対
象
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
）

第
八
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。



２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
被
災
市
町
村
の
長
が
、
こ
れ

ら
の
図
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ

当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ

設
計
図
で
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の

二

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
新
築
、
改
築
、
増
築
若
し
く
は
移

転
又
は
用
途
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ

敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
等
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ

二
面
以
上
の
建
築
物
等
の
断
面
図
で
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
も
の

３

前
項
第
一
号
ロ
の
設
計
図
は
、
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
後
に
お
け
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
位
置
及
び
形
状
を
、

当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
に
よ
り
新
設
し
、
又
は
変
更
さ
れ
る
部
分
と
既
設
の
も
の
で
変
更
さ
れ
な
い
部
分
と
に
区
別
し
て

表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
の
対
象
と
な
る
事
項
）



第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
の
完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
条

法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
の
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
よ
り

同
条
第
四
項
の
届
出
に
係
る
行
為
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
変
更
届
出
手
続
）

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
二
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

２

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
十
二
条

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
と
す

る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式第１の１（第８条関係）

届出対象区域の区域内における行為の届出書

年 月 日

殿

届出者 住所
氏名 印

大規模災害からの復興に関する法律第28条第４項の規定に基づき、

土地の区画形質の変更

建築物の建築又は工作物の建設 について、下記により届け出ます。

建築物等の用途の変更

記

１ 行為の場所

２ 行為の着手予定日 年 月 日

３ 行為の完了予定日 年 月 日

４ 設計又は施行方法

(1) 土地の区画形質の変更

区域に含まれる地域の名称

区域の面積 平方メートル

土地の形質の変更の内容等

(2) 建築物

その他の

工作物の

新築、改

築、増築

又は移転

(イ)行為の種別（建築物の建築・工作物の建設） （新築・改築・増築・移転）

(ﾛ)

設

計

の

概

要

届出部分 届出以外の部分 合 計

(ⅰ) 敷地面積 平方メートル

(ⅱ) 建築又は建設面 平方メートル 平方メートル 平方メートル

(ⅲ) 延べ面積
平方メートル
平方メートル

平方メートル
平方メートル

平方メートル
平方メートル

(ⅳ)高さ
地盤面から

メートル
(ⅴ) 用途及び構造等

(ⅵ) 建築物その他の工作物の所在及び地番

(3) 建築物
その他の工
作物の用途
の変更

(イ) 変更部分の延べ面積 (ロ) 変更前の用途 (ハ) 変更後の用途

平方メートル



（備考）

１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代
表者の氏名を記載すること。

２ 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う
場合においては、押印を省略することができる。

３ 建築物等の用途の変更について変更部分が２以上あるときは、各部分
ごとに記載すること。

４ 「用途及び構造等」欄には、当該建築物の構造及び当該建築物の新築
、改築又は増築が大規模災害からの復興に関する法律施行令第４条第２
項第２号又は第３号に該当する場合にあっては、その旨を記載すること。

５ 同一の土地の区域について２以上の種類の行為を行おうとするときは
、１の届出書によることができる。



別記様式第１の２（第11条関係）

届出対象区域の区域内における行為の変更届出書

年 月 日

殿
届出者 住所
氏名 印

大規模災害からの復興に関する法律第28条第５項の規定に基づき、届出事項の変更につ

いて、下記により届け出ます。

記

１ 当初の届出年月日 年 月 日

２ 変更の内容

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 年 月 日

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 年 月 日

５ 設計又は施行方法

（備考）

１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代
表者の氏名を記載すること。

２ 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う
場合においては、押印を省略することができる。

３ 建築物等の用途の変更について変更部分が２以上あるときは、各部分
ごとに記載すること。

４ 復興計画において定められている内容に照らして、必要な事項につい
て記載すること。

５ 同一の土地の区域について２以上の種類の行為を行おうとするときは
、１の届出書によることができる。



別記様式第２（第12条関係）（Ａ４）

裁 決 申 請 書

裁決申請者 住所

氏名

相 手 方 住所

氏名

大規模災害からの復興に関する法律第34条第４項の規定による協議が成立しないので、

下記により裁決を申請します。

記

１ 復興整備事業の種類（復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨）

２ 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳

３ 協議の経過

年 月 日

裁決申請者 住所

氏名 印

収用委員会 御中

（備考）

１ 裁決申請者が２人以上の場合は、連名で申請することができる。

２ 「損失の事実」については、発生の場所及び時期をあわせて記載すること。

３ 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。

４ 「協議の経過」については、経過の説明のほかに協議が成立しない事情を明らかに

すること。

５ 法人の場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる事務所の所在地

、名称及び代表者の氏名を記載すること。

６ 裁決申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合

においては、押印を省略することができる。




